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【防災情報】（記者発表）仙台河川国道事務所

防災情報（第８２報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

平成２３年 ４月１９日１６時２０分発表

平成２３年 ３月１１日（金）１４時４６分頃発生した三陸沖を震源とする地震

により、仙台河川国道事務所管内では、震度７を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、１４時４６分に非常体制に入りました。

平成２３年４月１９日１６時 亘理沖観測所の波高(有義波）が２．４ｍを越え、

また、仙台管区気象台より高潮注意報が発表されていることから、蒲崎海岸・山元

海岸において「仙台湾南部海岸水防警報 第１号」を発令しました。

地震により地盤が低くなっているところもありますので、海岸に近づかないとと

もに、今後の情報に十分な注意をお願いします。

１．仙台河川国道事務所の体制について

１）非常体制 ３月１１日１４時４６分に地震により災害対策支部を設置

２．波浪情報

１）平成２３年 ４月１９日１６時００分現在の波高は以下の通りです。

海岸名 観測所名 波高（有義波高）ｍ 【水防警報基準値】

仙台湾南部海岸 亘理沖観測所 ２．７７ ｍ 【２．４ｍ】

２）【蒲崎海岸・山元海岸】「仙台湾南部海岸水防警報 第１号」

待機準備 波浪による越波が懸念されるため、各水防機関は出動出来る体制

を整え、水防に係る準備や情報連絡体制の確保を行っています。

３．被害状況

今のところ被害の情報は入っていません。

４．今後の見通し

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会＞

お 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 ＴＥＬ ０２２（２４８）４１３１

（広報）計画課長 木越 養一（内線２６１）


